
JP 6284514 B2 2018.2.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自身の動きを検知するモーションセンサを有した携帯機と、
　車両に搭載された車載機器の制御を実行する車載制御装置と、を備え、
　前記車両のドアが施錠状態にある場合は、前記車載機器の制御が要求されたときに、前
記モーションセンサが動きを検知すれば、前記携帯機および前記車載制御装置の間で送受
信された無線信号に基づいて、前記車載機器の制御が許可または禁止され、前記モーショ
ンセンサが動きを検知しなければ、前記車載機器の制御が許可されず、
　前記車両のドアが解錠状態にある場合は、前記車載機器の制御が要求されたときに、前
記モーションセンサの検知結果にかかわらず、前記携帯機および前記車載制御装置の間で
送受信された無線信号に基づいて、前記車載機器の制御が許可または禁止される車載機器
制御システムであって、
　前記車載機器には、前記車両のドアを施錠または解錠するドアロック装置が含まれ、
　前記車載制御装置は、
　前記ドアロック装置を制御することにより前記ドアの施錠または解錠を実行し、該施解
錠の実行前後に、施錠または解錠の実行予定を示した無線信号と実行結果を示した無線信
号とをそれぞれ前記携帯機へ送信し、
　前記携帯機は、
　前記車載制御装置から前記施錠の実行予定を示した無線信号または実行結果を示した無
線信号を受信すると、前記モーションセンサを有効化し、
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　前記車載制御装置から前記解錠の実行予定を示した無線信号または実行結果を示した無
線信号を受信すると、前記モーションセンサを無効化する、ことを特徴とする車載機器制
御システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の車載機器制御システムにおいて、
　前記携帯機は、
　前記車両のドアを施錠または解錠するために操作されるドア操作部を有し、
　前記ドア操作部により解錠操作が行われたときに、前記モーションセンサを無効化し、
　または、前記ドア操作部により施錠操作が行われたときに、前記モーションセンサを有
効化する、ことを特徴とする車載機器制御システム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の車載機器制御システムにおいて、
　前記携帯機は、
　前記モーションセンサが有効である場合は、前記モーションセンサが動きを検知したと
きにのみ、前記車載制御装置との無線通信を実行し、
　前記モーションセンサが無効である場合は、前記モーションセンサの検知結果にかかわ
らず、前記車載制御装置との無線通信を実行する、ことを特徴とする車載機器制御システ
ム。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の車載機器制御システムにおいて、
　前記携帯機は、
　有効状態にある前記モーションセンサが動きを検知していないときは、前記車載制御装
置から無線信号を受信するための携帯機信号受信部を停止し、
　有効状態にある前記モーションセンサが動きを検知すると、前記携帯機信号受信部を起
動する、ことを特徴とする車載機器制御システム。
【請求項５】
　請求項２または請求項３に記載の車載機器制御システムにおいて、
　前記車載制御装置は、前記車載機器の制御が要求された後、前記携帯機から受信した無
線信号に基づいて、前記携帯機の認証が成功すれば、前記車載機器の制御を許可し、前記
携帯機の認証が成功しなければ、前記車載機器の制御を禁止する、ことを特徴とする車載
機器制御システム。
【請求項６】
　自身の動きを検知するモーションセンサを有し、
　前記モーションセンサの検知結果と、車両に搭載された車載機器の制御を実行する車載
制御装置に対して送受信する無線信号とに基づいて、前記車載機器の制御が許可または禁
止される車載機器制御システムに組み込まれ、
　前記車両のドアが施錠状態にある場合は、前記車載機器の制御が要求されたときに、前
記モーションセンサが動きを検知すれば、前記車載機器の制御を許可または禁止するため
の前記無線信号を前記車載制御装置に対して送受信し、前記モーションセンサが動きを検
知しなければ、前記車載機器の制御が許可されないように、前記無線信号を前記車載制御
装置に対して送受信せず、
　前記車両のドアが解錠状態にある場合は、前記車載機器の制御が要求されたときに、前
記モーションセンサの検知結果にかかわらず、前記無線信号を前記車載制御装置に対して
送受信する携帯機であって、
　前記車両のドアが施錠された旨を示す無線信号を前記車載制御装置から受信すると、前
記モーションセンサを有効化し、
　前記車両のドアが解錠された旨を示す無線信号を前記車載制御装置から受信すると、前
記モーションセンサを無効化し、
　前記モーションセンサが有効である場合は、該モーションセンサが動きを検知したとき
にのみ、前記車載制御装置との無線通信を実行し、
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　前記モーションセンサが無効である場合は、該モーションセンサの検知結果にかかわら
ず、前記車載制御装置との無線通信を実行する、ことを特徴とする携帯機。
【請求項７】
　請求項６に記載の携帯機において、
　前記車両のドアを施錠または解錠するために操作されるドア操作部を備え、
　前記ドア操作部により解錠操作が行われたときに、前記モーションセンサを無効化し、
または、前記ドア操作部により施錠操作が行われたときに、前記モーションセンサを有効
化する、ことを特徴とする携帯機。
【請求項８】
　請求項６または請求項７に記載の携帯機において、
　有効状態にある前記モーションセンサが動きを検知していないときは、前記車載制御装
置から無線信号を受信するための携帯機信号受信部を停止し、
　有効状態にある前記モーションセンサが動きを検知すると、前記携帯機信号受信部を起
動する、ことを特徴とする携帯機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の利用者が携帯する携帯機と、車両に搭載された車載制御装置との間で
送受信された無線信号に基づいて、車載機器の制御が許可または禁止される車載機器制御
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両に搭載された車載制御装置と、車両の利用者が携帯する携帯機との間で送受信され
る無線信号に基づいて、ドアの施解錠などの車載機器の制御が許可または禁止される車載
機器制御システムがある。車載制御装置と携帯機との間の通信方式としては、大別して、
ポーリング方式、パッシブエントリ方式、およびキーレスエントリ方式の３種類がある。
【０００３】
　ポーリング方式では、携帯機の位置にかかわらず所定の周期で車載制御装置がリクエス
ト信号を送信する。パッシブエントリ方式では、たとえば利用者がドアノブに接近または
接触した時に、パッシブリクエストスイッチがオンして、車載制御装置から携帯機へリク
エスト信号を送信する。これらのリクエスト信号が携帯機で受信されると、携帯機から車
載制御装置へ応答信号が返信される。キーレスエントリ方式では、利用者が携帯機を操作
した時に、携帯機から車載制御装置へ遠隔操作信号が送信される。車載制御装置は、携帯
機からの応答信号や遠隔操作信号を受信すると、これらの信号に含まれるＩＤコードを用
いて携帯機の認証を行い、該認証が成立すると、車両のドアの施解錠などを行う。
【０００４】
　パッシブエントリ方式やポーリング方式の場合、たとえば車載制御装置から送信された
応答要求信号を中継器により中継して、遠方にある携帯機に受信させ、該携帯機が車両の
近傍にあるかのように偽装する不正な通信行為が行われることがある。この中継器を用い
た不正な通信行為は、リレーアタックと呼ばれている。リレーアタックにより、車両の所
有者でない悪意の第三者が、車両のドアを解錠したり、エンジンを始動したりして、窃盗
などの犯罪を行うおそれがある。
【０００５】
　そこで、リレーアタックへの防犯対策として、たとえば特許文献１および特許文献２で
は、携帯機（電子キー）に、動きを検知するモーションセンサ（移動検出センサ、振動セ
ンサ）を設けている。
【０００６】
　そして、特許文献１では、携帯機が車外にあって、モーションセンサにより動き（携帯
機の移動）を検出した場合と、携帯機が車内にある場合には、車載機器を制御するための
携帯機と車載制御装置による無線通信（スマート通信）が許可される。これにより、利用



(4) JP 6284514 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

者が車両から離れた場所で携帯機を保管している（静止させている）場合に、悪意の第三
者によりリレーアタックが行われても、モーションセンサにより動きが検出されないので
、携帯機と車載制御装置による無線通信が禁止され、車載機器の制御が実行されることは
ない。また、利用者が車内に携帯機を載置した（静止させた）場合に、携帯機と車載制御
装置による無線通信が許容されて、エンジンの始動などの車載機器の制御が実行されるの
で、利便性が確保される。
【０００７】
　特許文献２では、携帯機が車外にあって、車両のドアが施錠されていて、モーションセ
ンサにより動き（振動）を検出しない場合に、携帯機の受信待機状態が停止される。この
ため、リレーアタックが行われても、車載機器の制御が不正に実行されることはない。ま
た、携帯機の受信待機状態が停止されることで、携帯機の消費電力が低減される。さらに
、携帯機が車内にあって、モーションセンサにより動きを検出しない場合に、直ぐに携帯
機の受信待機状態が停止されず、一定時間は携帯機の受信待機状態が継続される。このた
め、利用者が車内に携帯機を載置した（静止させた）場合に、携帯機と車載制御装置によ
る無線通信が許容されて、車載機器の制御が実行されるので、利便性が確保される。
【０００８】
　一方、特許文献３でも、携帯機にモーションセンサを設けているが、これは利用者の動
作パターンを検出して、そのパターンに応じて車載機器の遠隔操作を行うためのものであ
り、携帯機と車載制御装置による無線通信の許容・禁止とは無関係である。特許文献３で
は、モーションセンサをオン・オフする指令を、車載制御装置から携帯機へ送信するリク
エスト信号に付加する。つまり、車載制御装置がモーションセンサのオン・オフを制御す
る。
【０００９】
　従来は、車載機器の制御を許可または禁止するための、携帯機と車載制御装置の無線通
信を継続または停止するために、携帯機に設けたモーションセンサの検知状態や車両のド
アの施解錠状態に加えて、携帯機が車外か車内のいずれにあるかの判定結果を参照してい
た。しかし、携帯機が車外と車内のいずれにあるかの判定は、他の判断要素のようにセン
サの出力やメモリに記憶された制御情報などを参照するだけでは行うことができず、携帯
機と車載制御装置とで無線信号を送受信して、該無線信号の強度や該無線信号に含まれる
情報などを参照する必要があるので、処理が複雑になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１１－５２５０５号公報
【特許文献２】特開２０１１－１８４９５９号公報
【特許文献３】特開２０１４－２１６７１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の課題は、携帯機と車載制御装置から成る車載機器制御システムにおいて、処理
を複雑にすることなく、リレーアタックに対する防犯性を向上させ、かつ利用者の利便性
を確保することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明による車載機器制御システムは、自身の動きを検知するモーションセンサを有し
た携帯機と、車両に搭載された車載機器の制御を実行する車載制御装置とを備えている。
車両のドアが施錠状態にある場合は、車載機器の制御が要求されたときに、モーションセ
ンサが動きを検知すれば、携帯機および車載制御装置の間で送受信された無線信号に基づ
いて、車載機器の制御が許可または禁止され、モーションセンサが動きを検知しなければ
、車載機器の制御が許可されない。また、車両のドアが解錠状態にある場合は、車載機器
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の制御が要求されたときに、モーションセンサの検知結果にかかわらず、携帯機および車
載制御装置の間で送受信された無線信号に基づいて、車載機器の制御が許可または禁止さ
れる。車載機器には、車両のドアを施錠または解錠するドアロック装置が含まれる。車載
制御装置は、ドアロック装置を制御することによりドアの施錠または解錠を実行し、該施
解錠の実行前後に、施錠または解錠の実行予定を示した無線信号と実行結果を示した無線
信号とをそれぞれ携帯機へ送信する。携帯機は、車載制御装置から施錠の実行予定を示し
た無線信号または実行結果を示した無線信号を受信すると、モーションセンサを有効化し
、車載制御装置から解錠の実行予定を示した無線信号または実行結果を示した無線信号を
受信すると、モーションセンサを無効化する。
【００１３】
　また、本発明による携帯機は、自身の動きを検知するモーションセンサを有し、モーシ
ョンセンサの検知結果と、車両に搭載された車載機器の制御を実行する車載制御装置に対
して送受信する無線信号とに基づいて、車載機器の制御が許可または禁止される車載機器
制御システムに組み込まれる。このような構成において、車両のドアが施錠状態にある場
合は、車載機器の制御が要求されたときに、モーションセンサが動きを検知すれば、車載
機器の制御を許可または禁止するための無線信号を車載制御装置に対して送受信し、モー
ションセンサが動きを検知しなければ、車載機器の制御が許可されないように、前記無線
信号を車載制御装置に対して送受信しない。また、車両のドアが解錠状態にある場合は、
車載機器の制御が要求されたときに、モーションセンサの検知結果にかかわらず、前記無
線信号を車載制御装置に対して送受信する。さらに、車両のドアが施錠された旨を示す無
線信号を車載制御装置から受信すると、モーションセンサを有効化し、車両のドアが解錠
された旨を示す無線信号を車載制御装置から受信すると、モーションセンサを無効化する
。そして、モーションセンサが有効である場合は、該モーションセンサが動きを検知した
ときにのみ、車載制御装置との無線通信を実行し、モーションセンサが無効である場合は
、該モーションセンサの検知結果にかかわらず、車載制御装置との無線通信を実行する。
【００１４】
　上記によると、携帯機が車外と車内のいずれにあるかの判定によらず、車両のドアの施
解錠状態、携帯機に設けたモーションセンサの検知状態、または携帯機と車載制御装置が
送受信する無線信号に基づいて、車載機器の制御が許可または禁止される。このため、た
とえば、利用者が車両から離れた場所で携帯機を保管している（静止させている）状態で
、ドアが施錠された車両に対して悪意の第三者によりリレーアタックが行われて、ドアの
解錠が要求された場合には、モーションセンサが動きを検知しないので、ドアの解錠が許
可されることはない。また、正当な利用者が携帯機を携帯した状態で、ドアが施錠された
車両に接近して、ドアの解錠が要求された場合には、モーションセンサが動きを検知して
、携帯機と車載制御装置とが無線信号を送受信するので、該無線信号に基づいてドアの解
錠が許可される。さらに、車両のドアが解錠されて、正当な利用者が車内に携帯機を載置
した（静止させた）状態で、エンジンの始動などが要求された場合には、モーションセン
サの検知結果にかかわらず、携帯機と車載制御装置とが無線信号を送受信して、エンジン
の始動などが許可される。よって、車載機器制御システムにおいて、携帯機および車載制
御装置の処理を複雑にすることなく、リレーアタックに対する防犯性を向上できるととも
に、利用者の利便性を確保することができる。
【００１６】
　また、本発明では、携帯機は、車両のドアを施解錠するために操作されるドア操作部を
有し、ドア操作部により解錠操作が行われたときに、モーションセンサを無効化し、また
は、ドア操作部により施錠操作が行われたときに、モーションセンサを有効化してもよい
。
【００１７】
　また、本発明では、携帯機は、モーションセンサが有効である場合、モーションセンサ
が動きを検知したときにのみ、車載制御装置との無線通信を実行し、モーションセンサが
無効である場合、モーションセンサの検知結果にかかわらず、車載制御装置との無線通信
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を実行してもよい。
【００１８】
　また、本発明では、携帯機は、有効状態にあるモーションセンサが動きを検知していな
いときは、車載制御装置から無線信号を受信するための携帯機信号受信部を停止し、有効
状態にあるモーションセンサが動きを検知すると、前記携帯機信号受信部を起動してもよ
い。
【００１９】
　さらに、本発明では、車載制御装置は、車載機器の制御が要求された後、携帯機から受
信した無線信号に基づいて、携帯機の認証が成功すれば、車載機器の制御を許可し、携帯
機の認証が成功しなければ、車載機器の制御を禁止してもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、携帯機と車載制御装置から成る車載機器制御システムにおいて、処理
を複雑にすることなく、リレーアタックに対する防犯性を向上させ、かつ利用者の利便性
を確保することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態による車載機器制御システムの構成図である。
【図２】図１の車載制御装置の動作を示したフローチャートである。
【図３】図１の携帯機の動作を示したフローチャートである。
【図４】図１の車載制御装置と携帯機のパッシブエントリ時の通信状態の一例を示したタ
イムチャートである。
【図５】図１の車載制御装置と携帯機のリレーアタックによるパッシブエントリ時の通信
状態の一例を示したタイムチャートである。
【図６】図１の車載制御装置と携帯機のキーレスエントリ時の通信状態の一例を示したタ
イムチャートである。
【図７】本発明の他の実施形態による携帯機の動作を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態につき、図面を参照しながら説明する。各図において、同一の
部分または対応する部分には、同一符号を付してある。
【００２３】
　まず、実施形態の車載機器制御システム１００の構成を、図１を参照しながら説明する
。
【００２４】
　図１は、車載機器制御システム１００の構成図である。車載機器制御システム１００に
は、車載制御装置１０と携帯機２０とが備わっている。車載機器制御システム１００では
、車載制御装置１０と携帯機２０とが無線通信して、車載制御装置１０が車両３０に搭載
された車載機器の制御を許可または禁止する。
【００２５】
　本実施形態において、車載機器の制御とは、車両３０に設けられたドアを施解錠するド
アロック装置７の制御と、車両３０のエンジンを始動・停止するエンジン装置８の制御の
ことである。
【００２６】
　車両３０は、自動四輪車から成る。車両３０には、施解錠可能なドアとして、運転席の
ドア、助手席のドア、左右後部座席のドア、および車両３０の後部にあるバックドアが設
けられている（図示省略）。
【００２７】
　また、車両３０には、車載制御装置１０、パッシブリクエストスイッチ５、エンジンス
イッチ６、ドアロック装置７、およびエンジン装置８が搭載されている。これらの各部１
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０、６～８には、車両３０に搭載されたバッテリ（図示省略）から電力が供給される。
【００２８】
　車載制御装置１０は、制御部１、車載信号送信部２、および車載信号受信部３を備えて
いる。制御部１は、ＣＰＵとメモリなどから構成されている。
【００２９】
　車載信号送信部２は、車両３０に複数設置されている。各車載信号送信部２は、送信ア
ンテナ２ａと送信用信号処理部（図示省略）などから構成されている。送信アンテナ２ａ
は、たとえば車両３０の右側面（運転席のドアの外側面）、左側面（助手席のドアの外側
面）、後面（バックドアの外側面）、および車内などに設置されている。車載信号送信部
２は、送信用信号処理部でＬＦ（Low Frequency；長波）信号を生成して、送信アンテナ
２ａから車内または車外にある携帯機２０へ送信する。
【００３０】
　車載信号送信部２により送信されるＬＦ信号には、車載機器の制御を要求するためのリ
クエスト信号と、携帯機２０を承認したり車両３０の状態を通知したりするためのアクノ
リッジ（Acknowledge）信号とが含まれる。
【００３１】
　車載信号受信部３は、受信アンテナ３ａと受信用信号処理部（図示省略）などから構成
されている。車載信号受信部３は、たとえば車両３０の前部に１つ設置されている。車載
信号受信部３は、携帯機２０から送信されたＲＦ（Radio Frequency；高周波）信号を、
受信アンテナ３ａと受信用信号処理部により受信する。
【００３２】
　車載信号受信部３により受信されるＲＦ信号には、携帯機２０から送信された応答信号
と、車両３０のドアを施解錠するための遠隔操作信号が含まれる。
【００３３】
　車載制御装置１０の制御部１は、車載信号送信部２と車載信号受信部３とを制御して、
携帯機２０と無線通信し、携帯機２０に対して信号や情報の送受信を行う。
【００３４】
　パッシブリクエストスイッチ５、エンジンスイッチ６、ドアロック装置７、およびエン
ジン装置８は、それぞれ車載制御装置１０の制御部１に接続されている。
【００３５】
　パッシブリクエストスイッチ５は、車両３０の各ドアの外ノブに設置されている。利用
者が車両３０のドアを施解錠する際に、いずれかの外ノブに接近または接触することで、
パッシブリクエストスイッチ５が操作される。
【００３６】
　たとえば、車両３０のドアが施錠されているときに、パッシブリクエストスイッチ５が
操作されることで、制御部１が、ドアの解錠が要求されたと判断してもよい。また、車両
３０のドアが解錠されているときに、パッシブリクエストスイッチ５が操作されることで
、制御部１が、ドアの施錠が要求されたと判断してもよい。
【００３７】
　または、たとえば、パッシブリクエストスイッチ５の操作態様に応じて、制御部１が、
ドアの施錠が要求されたか解錠が要求されたかを判断してもよい。
【００３８】
　エンジンスイッチ６は、車両３０の内部の運転席の近傍に設置されている。エンジンス
イッチ６は、エンジンを始動・停止するために操作される。
【００３９】
　制御部１は、各スイッチ５、６からの出力信号に基づいて、各スイッチ５、６の操作状
態を検出する。
【００４０】
　ドアロック装置７は、車両３０の各ドアの施解錠を行うための機構と、該機構の駆動回
路から成る。エンジン装置８は、車両３０のエンジンを始動するためのスタータモータと
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、該スタータモータの駆動回路などから成る。ドアロック装置７とエンジン装置８は、本
発明の「車載機器」の一例である。
【００４１】
　携帯機２０は、ＦＯＢキーから成り、車両３０の利用者により携帯される。携帯機２０
は、制御部２１、携帯機信号受信部２２、携帯機信号送信部２３、携帯機ドアスイッチ２
４、およびモーションセンサ２５を備えている。これらの各部２１～２５には、携帯機２
０に内蔵された電池（図示省略）から電力が供給される。制御部２１は、ＣＰＵとメモリ
などから構成されている。
【００４２】
　携帯機信号受信部２２は、受信アンテナ２２ａと受信用信号処理部（図示省略）などか
ら成る。携帯機信号受信部２２は、車載制御装置１０から送信されたＬＦ信号を、受信ア
ンテナ２２ａを介して受信する。携帯機信号受信部２２が受信するＬＦ信号には、前述し
たリクエスト信号とアクノリッジ信号が含まれる。
【００４３】
　携帯機信号送信部２３は、送信アンテナ２３ａと送信用信号処理部（図示省略）などか
ら成る。携帯機信号送信部２３は、送信用信号処理部で生成したＲＦ信号を、送信アンテ
ナ２３ａから車載制御装置１０へ送信する。携帯機信号送信部２３が送信するＲＦ信号に
は、車載制御装置１０に対する応答信号が含まれる。
【００４４】
　携帯機ドアスイッチ２４は、車両３０のドアを施解錠するために操作される。携帯機ド
アスイッチ２４が操作されると、制御部２１がその操作に応じた遠隔操作信号を生成し、
該遠隔操作信号を携帯機信号送信部２３により車載制御装置１０へ送信する。
【００４５】
　携帯機信号送信部２３が送信するＲＦ信号には、上述した応答信号と遠隔操作信号とが
含まれる。携帯機ドアスイッチ２４は、本発明の「ドア操作部」の一例である。
【００４６】
　携帯機２０の制御部２１は、携帯機信号受信部２２と携帯機信号送信部２３を制御して
、車載制御装置１０と無線通信し、車載制御装置１０に対して信号や情報の送受信を行う
。
【００４７】
　携帯機２０が携帯機信号送信部２３により車載制御装置１０に対して送信する遠隔操作
信号や応答信号には、携帯機２０のＩＤコード（識別情報）が含まれる。
【００４８】
　携帯機２０から送信された遠隔操作信号が車載信号受信部３により受信されると、車載
制御装置１０の制御部１は、該遠隔操作信号に含まれる携帯機２０のＩＤコードと、予め
記憶された車載制御装置１０のＩＤコードとの照合を行う。そして、両ＩＤコードが一致
すると、制御部１は、遠隔操作信号に基づいて、ドアロック装置７を制御して、車両３０
のドアを施解錠する。（キーレスエントリ方式）
【００４９】
　また、携帯機２０を携帯した利用者が車両３０に接近して、いずれかのパッシブリクエ
ストスイッチ５をオン操作すると、車載制御装置１０の制御部１が、車載信号送信部２に
よりリクエスト信号（後述するロックリクエスト信号またはアンロックリクエスト信号）
を携帯機２０へ送信する。このリクエスト信号が携帯機信号受信部２２により受信される
と、携帯機２０の制御部２１が、応答信号を携帯機信号送信部２３により車載制御装置１
０へ返信する。車載信号受信部３により応答信号が受信されると、車載制御装置１０の制
御部１は、該応答信号に含まれる携帯機２０のＩＤコードと、車載制御装置１０のＩＤコ
ードとを照合する。そして、両ＩＤコードが一致すると、制御部１は、応答信号に基づい
てドアロック装置７を制御し、車両３０のドアを施解錠する。（パッシブエントリ方式）
【００５０】
　また、携帯機２０を携帯した利用者が車内にあるエンジンスイッチ６を操作すると、車
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載制御装置１０の制御部１が、車載信号送信部２によりエンジンリクエスト信号を携帯機
２０へ送信する。エンジンリクエスト信号が携帯機信号受信部２２により受信されると、
携帯機２０の制御部２１が、応答信号を携帯機信号送信部２３により車載制御装置１０へ
返信する。車載信号受信部３により応答信号が受信されると、車載制御装置１０の制御部
１は、該応答信号に含まれる携帯機２０のＩＤコードと、車載制御装置１０のＩＤコード
とを照合する。そして、両ＩＤコードが一致すると、制御部１は、エンジン装置８を制御
して、車両３０のエンジンを始動（または停止）する。
【００５１】
　ところで、リレーアタックで用いられる中継器（図示省略）は、携帯機２０が車両３０
から遠く離れた場所にあっても、車載制御装置１０と携帯機２０との間で、信号の送受信
を中継する機能を備えている。このため、たとえばパッシブエントリ時には、遠方にある
携帯機２０が車両３０の近傍にあるかのように偽装されて、不正な通信行為が行われる。
【００５２】
　携帯機２０のモーションセンサ２５は、たとえば加速度センサや振動センサなどから成
り、自身の動きを検知する。制御部２１は、モーションセンサ２５からの出力信号に基づ
いて、携帯機２０が移動しているか静止しているかを検出する。また、制御部２１は、モ
ーションセンサ２５を有効化または無効化する。
【００５３】
　なお、モーションセンサ２５の有効化とは、モーションセンサ２５に給電して、モーシ
ョンセンサ２５を機能させて、モーションセンサ２５からの出力を制御部１で有効に取り
扱うことである。対して、モーションセンサ２５の無効化とは、たとえば、モーションセ
ンサ２５への給電を停止して、モーションセンサ２５を機能停止させることであってもよ
いし、モーションセンサ２５からの出力信号を制御部１で無視することであってもよい。
【００５４】
　次に、携帯機２０と車載制御装置１０の動作を、図２～図６を参照しながら説明する。
【００５５】
　図２は、車載制御装置１０の動作を示したフローチャートである。図３は、携帯機２０
の動作を示したフローチャートである。図４は、車載制御装置１０と携帯機２０のパッシ
ブエントリ時の通信状態の一例を示したタイムチャートである。図５は、車載制御装置１
０と携帯機２０のリレーアタックによるパッシブエントリ時の通信状態の一例を示したタ
イムチャートである。図６は、車載制御装置１０と携帯機２０のキーレスエントリ時の通
信状態の一例を示したタイムチャートである。
【００５６】
　パッシブエントリ時には、利用者により車両３０のパッシブリクエストスイッチ５が操
作されて、ドアの施錠が要求される（図２のステップＳ１：ＹＥＳ、図４と図５のＰ１）
。この場合、車載制御装置１０の制御部１は、ドアの施錠要求が有った旨と該施錠の実行
予定を示したロックリクエスト信号を車載信号送信部２により携帯機２０へ送信する（図
２のステップＳ２、図４と図５のＬＲＱ信号）。
【００５７】
　携帯機２０では、モーションセンサ２５が無効であるときに（図３のステップＳ３１：
無効）、車載制御装置１０からのロックリクエスト信号を携帯機信号受信部２２により受
信すると（図３のステップＳ３４：ＹＥＳ）、制御部２１が、応答信号を携帯機信号送信
部２３により車載制御装置１０へ送信する（図３のステップＳ３５、図４と図５のＲＥＳ

（１）信号）。このときの応答信号には、携帯機２０のＩＤコードに加えて、モーション
センサ２５が無効である旨を示す情報が含まれている。
【００５８】
　次に、車載制御装置１０において、ロックリクエスト信号を送信してから所定時間内に
、携帯機２０からの応答信号が車載信号受信部３により受信される（図２のステップＳ３
：ＹＥＳ）。すると、制御部１が、該応答信号に含まれる携帯機２０のＩＤコードと、車
載制御装置１０のＩＤコードとの照合を行う。そして、両ＩＤコードが一致すると、制御
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部１は、携帯機２０の認証が成功したと判断し（図２のステップＳ４：ＹＥＳ）、ドアロ
ック装置７によるドアの施錠を許可して、該施錠を実行する（図２のステップＳ５、図４
と図５のＰ２）。この後、制御部１は、ドアの施錠が完了した旨を示したアクノリッジ信
号を、車載信号送信部２により携帯機２０へ送信する（図２のステップＳ６、図４と図５
のＡＣＫ（１）信号）。
【００５９】
　次に、携帯機２０において、応答信号を送信してから所定時間内に、ドアの施錠が完了
した旨を示したアクノリッジ信号を受信すると（図３のステップＳ３６：ＹＥＳ）、制御
部２１が、モーションセンサ２５を有効化する（図３のステップＳ３７、図４と図５のＰ
３）。
【００６０】
　対して、応答信号を送信してから所定時間内に、ドアの施錠が完了した旨を示したアク
ノリッジ信号を受信しなければ（図３のステップＳ３６：ＮＯ）、モーションセンサ２５
の無効状態が継続される。
【００６１】
　また、車載制御装置１０において、ロックリクエスト信号を送信してから所定時間内に
応答信号を受信しない場合は（図２のステップＳ３：ＮＯ）、制御部１が、ドアロック装
置７によるドアの施錠を禁止する（図２のステップＳ７）。
【００６２】
　また、車載制御装置１０において、応答信号を受信した（図２のステップＳ３：ＹＥＳ
）後、携帯機２０と車載制御装置１０のＩＤコードが一致しなければ、制御部１は、携帯
機２０の認証が成功しなかったと判断する（図２のステップＳ４：ＮＯ）。この場合も、
制御部１は、ドアロック装置７によるドアの施錠を禁止する（図２のステップＳ７）。
【００６３】
　一方、携帯機２０において、モーションセンサ２５が無効であるときに（図３のステッ
プＳ３１：無効）、利用者により携帯機ドアスイッチ２４で施錠操作が行われると（図３
のステップＳ３２：ＹＥＳ、図６のＰ１１）、キーレスエントリへ移行する。この場合、
制御部２１は、ロック遠隔操作信号を携帯機信号送信部２３により車載制御装置１０へ送
信する（図３のステップＳ３３、図６のＬＯＰ信号）。
【００６４】
　車載制御装置１０では、携帯機２０からのロック遠隔操作信号を車載信号受信部３によ
り受信する（図２のステップＳ８：ＹＥＳ）。すると、制御部１が、該ロック遠隔操作信
号に含まれる携帯機２０のＩＤコードと、車載制御装置１０のＩＤコードとの照合を行う
。そして、両ＩＤコードが一致すると、制御部１は、携帯機２０の認証が成功したと判断
し（図２のステップＳ４：ＹＥＳ）、ドアロック装置７によるドアの施錠を許可して、該
施錠を実行する（図２のステップＳ５、図６のＰ１２）。この後、制御部１は、ドアの施
錠が完了した旨を示したアクノリッジ信号を、車載信号送信部２により携帯機２０へ送信
する（図２のステップＳ６、図６のＡＣＫ（４）信号）。
【００６５】
　次に、携帯機２０において、ロック遠隔操作信号を送信してから所定時間内に、ドアの
施錠が完了した旨を示したアクノリッジ信号を受信する（図３のステップＳ３６：ＹＥＳ
）。すると、制御部２１が、モーションセンサ２５を有効化する（図３のステップＳ３７
、図６のＰ１３）。
【００６６】
　対して、携帯機２０において、ロック遠隔操作信号を送信してから所定時間内に、ドア
の施錠が完了した旨を示したアクノリッジ信号を受信しなければ（図３のステップＳ３６
：ＮＯ）、モーションセンサ２５の無効状態が継続される。
【００６７】
　また、車載制御装置１０において、ロック遠隔操作信号を受信した（図２のステップＳ
８：ＹＥＳ）後、携帯機２０と車載制御装置１０のＩＤコードとが一致しなければ、制御
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部１は、携帯機２０の認証が成功しなかったと判断する（図２のステップＳ４：ＮＯ）。
この場合、制御部１は、ドアロック装置７によるドアの施錠を禁止する（図２のステップ
Ｓ７）。
【００６８】
　また、携帯機２０において、モーションセンサ２５が有効であるときに（図３のステッ
プＳ３１：有効）、利用者により携帯機ドアスイッチ２４で解錠操作が行われると（図３
のステップＳ４２：ＹＥＳ、図６のＰ１６）、キーレスエントリへ移行する。この場合、
制御部２１は、モーションセンサ２５を無効化し（図３のステップＳ４６）、アンロック
遠隔操作信号を携帯機信号送信部２３により車載制御装置１０へ送信する（図３のステッ
プＳ４７、図６のＵＬＯＰ信号）。
【００６９】
　車載制御装置１０では、携帯機２０からのアンロック遠隔操作信号を車載信号受信部３
により受信する（図２のステップＳ１６：ＹＥＳ）。すると、制御部１が、該アンロック
遠隔操作信号に含まれる携帯機２０のＩＤコードと、車載制御装置１０のＩＤコードとの
照合を行う。そして、両ＩＤコードが一致すると、制御部１は、携帯機２０の認証が成功
したと判断する（図２のステップＳ１２：ＹＥＳ）。そして、制御部１は、ドアロック装
置７によるドアの解錠を許可して、該解錠を実行する（図２のステップＳ１３、図６のＰ
１７）。この後、制御部１は、ドアの解錠が完了した旨を示したアクノリッジ信号を、車
載信号送信部２により携帯機２０へ送信する（図２のステップＳ１４、図６のＡＣＫ（５

）信号）。
【００７０】
　また、車載制御装置１０において、アンロック遠隔操作信号を受信した（図２のステッ
プＳ１６：ＹＥＳ）後、携帯機２０と車載制御装置１０のＩＤコードとが一致しなければ
、制御部１は、携帯機２０の認証が成功しなかったと判断する（図２のステップＳ１２：
ＮＯ）。この場合、制御部１は、ドアロック装置７によるドアの解錠を禁止する（図２の
ステップＳ１５）。
【００７１】
　また一方、携帯機２０のモーションセンサ２５が有効であるときに（図３のステップＳ
３１：有効）、携帯機２０を携帯した利用者により車両３０のパッシブリクエストスイッ
チ５が操作されて、ドアの解錠が要求されると（図２のステップＳ９：ＹＥＳ、図４のＰ
６）、パッシブエントリへ移行する。この場合、車載制御装置１０の制御部１が、ドアの
解錠要求が有った旨と該解錠の実行予定を示したアンロックリクエスト信号を車載信号送
信部２により携帯機２０へ送信する（図２のステップＳ１０、図４のＵＬＲＱ信号）。
【００７２】
　携帯機２０では、携帯機２０を携帯した利用者がパッシブリクエストスイッチ５を操作
したときに、モーションセンサ２５が携帯機２０の動き（移動）を検知する（図３のステ
ップＳ４３：ＹＥＳ）。すると、制御部２１は、携帯機信号受信部２２の起動を継続する
（図３のステップＳ４４）。詳しくは、たとえば携帯機信号受信部２２に給電して、車載
制御装置１０から送信される無線信号を携帯機信号受信部２２で受信可能にする。
【００７３】
　そして、車載制御装置１０からのアンロックリクエスト信号を携帯機信号受信部２２に
より受信すると（図３のステップＳ３８：ＹＥＳ）、制御部２１は、応答信号を携帯機信
号送信部２３により車載制御装置１０へ送信する（図３のステップＳ３９、図４のＲＥＳ

（２）信号）。このときの応答信号には、携帯機２０のＩＤコードに加えて、モーション
センサ２５が有効である旨を示す情報が含まれている。
【００７４】
　車載制御装置１０では、アンロックリクエスト信号を送信してから所定時間内に、携帯
機２０からの応答信号を車載信号受信部３により受信する（図２のステップＳ１１：ＹＥ
Ｓ）。すると、制御部１が、該応答信号に基づいてＩＤコードの照合を行う。そして、制
御部１は、そのＩＤコードの照合結果から、携帯機２０の認証が成功したと判断すると（
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図２のステップＳ１２：ＹＥＳ）、ドアロック装置７によるドアの解錠を許可して、該解
錠を実行する（図２のステップＳ１３、図４のＰ７）。この後、制御部１は、ドアの解錠
が完了した旨を示したアクノリッジ信号を、車載信号送信部２により携帯機２０へ送信す
る（図２のステップＳ１４、図４のＡＣＫ（２）信号）。
【００７５】
　そして、携帯機２０において、応答信号を送信してから所定時間内に、ドアの解錠が完
了した旨を示したアクノリッジ信号を受信すると（図３のステップＳ４０：ＹＥＳ）、制
御部２１が、モーションセンサ２５を無効化する（図３のステップＳ４１、図４のＰ８）
。
【００７６】
　対して、応答信号を送信してから所定時間内に、ドアの解錠が完了した旨を示したアク
ノリッジ信号を受信しなければ（図３のステップＳ４０：ＮＯ）、モーションセンサ２５
の有効状態が継続される。
【００７７】
　また、車載制御装置１０において、アンロックリクエスト信号を送信してから所定時間
内に応答信号を受信しない場合は（図２のステップＳ１１：ＮＯ）、制御部１が、ドアロ
ック装置７によるドアの解錠を禁止する（図２のステップＳ１５）。
【００７８】
　また、応答信号を受信した（図２のステップＳ１１：ＹＥＳ）後、携帯機２０と車載制
御装置１０のＩＤコードが一致しなければ、制御部１は、携帯機２０の認証が成功しなか
ったと判断する（図２のステップＳ１２：ＮＯ）。この場合も、制御部１は、ドアロック
装置７によるドアの解錠を禁止する（図２のステップＳ１５）。
【００７９】
　他方、携帯機２０のモーションセンサ２５が有効であるときに（図３のステップＳ３１
：有効）、携帯機２０が静止して、モーションセンサ２５により一定時間動きを検知しな
くなると（図３のステップＳ４３：ＮＯ、図４と図５のＰ４、図６のＰ１４）、制御部２
１は、携帯機信号受信部２２を停止する（図３のステップＳ４５）。詳しくは、たとえば
携帯機信号受信部２２への給電を停止して、車載制御装置１０から送信される無線信号を
携帯機信号受信部２２で受信不可能にする。
【００８０】
　よって、有効状態にあるモーションセンサ２５が動きを検出していないときに、悪意の
第三者によりリレーアタックが行われて（図５のＰａ）、車載制御装置１０からアンロッ
クリクエスト信号が送信されても（図５のＵＬＲＱ信号）、該アンロックリクエスト信号
は携帯機２０で受け付けられない（受信不可）。このため、携帯機２０から車載制御装置
１０へ応答信号が返信されることはなく、車両３０のドアの解錠が許可されず、ドアが施
錠されたままとなる。
【００８１】
　また、車両３０のドアが解錠されて、携帯機２０のモーションセンサ２５が無効化され
た後、利用者により車内にあるエンジンスイッチ６が操作されて、エンジンの始動（また
は停止）が要求されると（図２のステップＳ１７：ＹＥＳ、図４のＰ１０、図６のＰ１９
）、車載制御装置１０の制御部１が、エンジンリクエスト信号を車載信号送信部２により
携帯機２０へ送信する（図２のステップＳ１８、図４と図６のＥＧＮ信号）。
【００８２】
　利用者が携帯機２０を車内に持ち込んだため、車載制御装置１０からのエンジンリクエ
スト信号が携帯機信号受信部２２により受信されると（図３のステップＳ４８：ＹＥＳ）
、制御部２１が、応答信号を携帯機信号送信部２３により車載制御装置１０へ送信する（
図３のステップＳ４９、図４と図６のＲＥＳ（３）信号）。このときの応答信号には、携
帯機２０のＩＤコードに加えて、モーションセンサ２５が無効である旨を示す情報が含ま
れている。
【００８３】
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　車載制御装置１０では、エンジンリクエスト信号を送信してから所定時間内に、携帯機
２０からの応答信号を車載信号受信部３により受信する（図２のステップＳ１９：ＹＥＳ
）。すると、制御部１が、該応答信号に基づいてＩＤコードの照合を行う。そして、制御
部１は、そのＩＤコードの照合結果から、携帯機２０の認証が成功したと判断すると（図
２のステップＳ２０：ＹＥＳ）、エンジン装置８によるエンジンの始動（または停止）を
許可して、該始動（または停止）を実行する（図２のステップＳ２１）。この後、制御部
１は、エンジンが始動（または停止）された旨を示したアクノリッジ信号を、車載信号送
信部２により携帯機２０へ送信する（図２のステップＳ２２、図４と図６のＡＣＫ（３）

信号）。
【００８４】
　また、車載制御装置１０において、エンジンリクエスト信号を送信してから所定時間内
に応答信号を受信しない場合（図２のステップＳ１９：ＮＯ）や、携帯機２０の認証が成
功しなかった場合（図２のステップＳ２０：ＮＯ）は、制御部１が、エンジン装置８によ
るエンジンの始動（または停止）を禁止する（図２のステップＳ２３）。
【００８５】
　上記実施形態によると、車両３０のドアが施錠状態にある場合において、車載機器の制
御（ドアの施解錠やエンジンの始動・停止）が要求されたときに、携帯機２０のモーショ
ンセンサ２５が動きを検知すれば、車載制御装置１０が携帯機２０から受信した応答信号
に基づいて車載機器の制御を許可または禁止する。また、ドアが施錠状態にある場合にお
いて、車載機器の制御が要求されたときに、モーションセンサ２５が動きを検知しなけれ
ば、携帯機２０と車載制御装置１０とが通信せず、車載機器の制御が許可されない。さら
に、ドアが解錠状態にある場合において、ドアの施錠が要求されたときに、モーションセ
ンサ２５の検知結果にかかわらず、車載制御装置１０が携帯機２０から受信した応答信号
に基づいて車載機器の制御を許可または禁止する。つまり、携帯機２０が車外と車内のい
ずれにあるかの判定によらず、車両３０のドアの施解錠状態、携帯機２０に設けたモーシ
ョンセンサ２５の検知状態、または車載制御装置１０が携帯機２０から受信した応答信号
に基づいて、車載機器の制御が許可または禁止される。
【００８６】
　そのため、たとえば、利用者が車両３０から離れた場所で携帯機２０を保管している（
静止させている）状態で、ドアが施錠された車両３０に対して悪意の第三者によりリレー
アタックが行われて、ドアの解錠が要求された場合（図５のＰａ）には、携帯機２０のモ
ーションセンサ２５が動きを検知しないので、ドアの解錠が許可されることはない。また
、正当な利用者が携帯機２０を携帯した状態で、ドアが施錠された車両３０に接近して、
ドアの解錠が要求された場合（図４のＰ６）には、モーションセンサ２５が動きを検知し
て、車載制御装置１０と携帯機２０とがアンロックリクエスト信号や応答信号を送受信す
るので、該応答信号に基づいてドアの解錠が許可される。さらに、車両３０のドアが解錠
されて、正当な利用者が車内に携帯機２０を載置した（静止させた）状態で（図４のＰ９
、図６のＰ１８）、エンジンの始動などが要求された場合には（図４のＰ１０、図６のＰ
１９）、モーションセンサ２５の検知結果にかかわらず、車載制御装置１０と携帯機２０
とがエンジンリクエスト信号や応答信号を送受信するので、エンジンの始動（または停止
）が許可される。
【００８７】
　よって、車載機器制御システム１００において、携帯機２０および車載制御装置１０の
処理を複雑にすることなく、リレーアタックに対する防犯性を向上できるとともに、利用
者の利便性を確保することができる。
【００８８】
　また、上記実施形態では、車両３０のドアが施解錠されると、該施解錠の完了を示した
アクノリッジ信号が車載制御装置１０から携帯機２０へ送信される。そして、携帯機２０
がそのアクノリッジ信号に基づいて、ドアが施錠状態にあるときはモーションセンサ２５
を有効化し、ドアが解錠状態にあるときはモーションセンサ２５を無効化している。
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【００８９】
　そして、モーションセンサ２５が有効である場合、即ちドアが施錠されている場合は、
モーションセンサ２５が動きを検知したときにのみ、車載制御装置１０と携帯機２０とが
リクエスト信号や応答信号を送受信するので、該応答信号に基づいてドアの解錠などの制
御を安全に許可または禁止することができる。また、モーションセンサ２５が無効である
場合、即ちドアが解錠されている場合は、モーションセンサ２５の検知結果にかかわらず
、車載制御装置１０と携帯機２０とがリクエスト信号や応答信号を送受信するので、該応
答信号に基づいてドアの施錠やエンジンの始動などの制御を安全かつ利便に許可または禁
止することができる。さらに、モーションセンサ２５を無効化するために、モーションセ
ンサ２５への通電を停止することで、携帯機２０の消費電力を低減して、携帯機２０に内
蔵された電池の寿命を延ばすことができる。
【００９０】
　また、上記実施形態では、携帯機２０において、携帯機ドアスイッチ２４により解錠操
作が行われたときにも、モーションセンサ２５を無効化している。このため、その後車両
３０のドアが解錠されて、該解錠の旨を示したアクノリッジ信号が車載制御装置１０から
送信されたときに、たとえばノイズの影響によりアクノリッジ信号が携帯機２０で受信さ
れなくても、ドアの解錠に応じてモーションセンサ２５を確実に無効化することができる
。
【００９１】
　また、上記実施形態では、携帯機２０において、有効状態のモーションセンサ２５が動
きを検知していないときは（図４と図５のＰ４、図６のＰ１４）、車載制御装置１０から
無線信号を受信するための携帯機信号受信部２２を停止するので、携帯機２０の消費電力
を低減して、電池の寿命を延ばすことができる。そして、有効状態のモーションセンサ２
５が動きを検知したときに（図４のＰ５、図６のＰ１５）、携帯機信号受信部２２を起動
するので、その後車載制御装置１０から送信される無線信号を携帯機信号受信部２２によ
り受信することができる。
【００９２】
　さらに、上記実施形態では、ドアの施解錠やエンジンの始動・停止といった車載機器の
制御が要求された後、車載制御装置１０が携帯機２０から受信した応答信号に基づいて、
携帯機２０の認証が成功したことを条件として、車載機器の制御を実行している。このた
め、携帯機２０を携帯した正当な利用者が車両３０に近接して、車載機器の制御を要求し
ている場合にのみ、車載機器の制御が実行されるので、防犯性を一層向上させることがで
きる。
【００９３】
　本発明は、上述した以外にも種々の実施形態を採用することができる。たとえば、以上
の実施形態では、図３に示したように、携帯機２０において、車両３０のドアの施錠また
は解錠の実行完了を示したアクノリッジ信号を車載制御装置１０から受信したときに、モ
ーションセンサ２５を有効化または無効化した例を示したが、本発明はこれのみに限定す
るものではない。これ以外に、たとえば、図７に示すように、携帯機２０が、車両３０の
ドアの施錠の実行予定を示したロックリクエスト信号を車載制御装置１０から受信したと
きに（図７のステップＳ３４：ＹＥＳ）、モーションセンサ２５を有効化してもよい（図
７のステップＳ３７ａ）。また、携帯機２０が、車両３０のドアの解錠の実行予定を示し
たアンロックリクエスト信号を車載制御装置１０から受信したときに（図７のステップＳ
３８：ＹＥＳ）、モーションセンサ２５を無効化してもよい（図７のステップＳ４１ａ）
。
【００９４】
　このようにすることで、携帯機２０において、リクエスト信号の受信後に、たとえばノ
イズの影響によりアクノリッジ信号が受信されなくても、車両３０のドアの施解錠状態に
応じて、モーションセンサ２５を確実に有効または無効にすることができる。そして、モ
ーションセンサ２５が無効な状態で、悪意の第三者によりリレーアタックが行われる可能
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性を減少させて、防犯性を向上させることができる。また、携帯機２０が車内に置かれて
（静止状態）、エンジンスイッチ６が操作されたときに、モーションセンサ２５が有効で
あると、モーションセンサ２５により動きを検知しないため、エンジンの始動または停止
の制御が許可されなくなり、利便性が損なわれる。然るに、上記のようにドアの解錠に応
じてモーションセンサ２５を確実に無効にすると、モーションセンサ２５が有効な状態で
、携帯機２０が車内に置かれて、エンジンスイッチ６が操作されたときに、モーションセ
ンサ２５が有効である確率が低減され、利便性を確保することができる。
【００９５】
　また、以上の実施形態では、図３に示したように、携帯機ドアスイッチ２４による施錠
操作に応じて、車載制御装置１０が車両３０のドアを施錠した後、該施錠の完了を示した
アクノリッジ信号を携帯機２０が車載制御装置１０から受信したときに、モーションセン
サ２５を有効化した例を示したが、本発明はこれのみに限定するものではない。これ以外
に、たとえば、図７に示すように、携帯機ドアスイッチ２４により施錠操作が行われたと
きに（図７のステップＳ３２：ＹＥＳ）、モーションセンサ２５を有効化してもよい（図
７のステップＳ３７ｂ）。
【００９６】
　このようにすることで、車両３０のドアが施錠されて、該施錠の旨を示したアクノリッ
ジ信号が車載制御装置１０から送信されたときに、たとえばノイズの影響によりアクノリ
ッジ信号が携帯機２０で受信されなくても、ドアの施錠に応じてモーションセンサ２５を
確実に有効化することができる。
【００９７】
　また、以上の実施形態では、携帯機２０側でモーションセンサ２５を有効化または無効
化した例を示したが、本発明はこれのみに限定するものではない。これ以外に、たとえば
、車載制御装置１０側でモーションセンサ２５の検知結果を有効に取り扱ったり、無視し
て無効にしたりしてもよい。
【００９８】
　また、以上の実施形態では、車載制御装置１０の車載信号送信部２からリクエスト信号
とアクノリッジ信号とを送信した例を示したが、本発明はこれのみに限定するものではな
い。これ以外に、たとえば、リクエスト信号とアクノリッジ信号とを車両に搭載された別
々の信号送信回路から送信するようにしてもよい。また、リクエスト信号とアクノリッジ
信号の搬送波の周波数帯域は、同一であってもよいし、異なっていてもよい。
【００９９】
　また、以上の実施形態では、車載機器制御システム１００で実行する車載機器の制御と
して、ドアロック装置７によるドアの施解錠とエンジン装置８によるエンジンの始動・停
止を例に挙げたが、本発明はこれのみに限定するものではない。これ以外に、たとえば、
車両に搭載されたエアコン装置によるエアコンの駆動、オーディオシステムの駆動、ドア
の自動開閉などのような、他の車載機器の制御を実行してもよい。
【０１００】
　さらに、以上の実施形態では、自動四輪車用の車載機器制御システム１００および携帯
機２０に本発明を適用した例を挙げたが、たとえば自動二輪車や大型自動車などの他の車
両用の車載機器制御システムおよび携帯機に対しても、本発明を適用することは可能であ
る。
【符号の説明】
【０１０１】
　　７　ドアロック装置（車載機器）
　　８　エンジン装置（車載機器）
　　１０　車載制御装置
　　２０　携帯機
　　２２　携帯機信号受信部
　　２４　携帯機ドアスイッチ（ドア操作部）
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　　２５　モーションセンサ
　　３０　車両
　　１００　車載機器制御システム

【図１】 【図２】
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